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◉ 全国の土地家屋調査士会 ADR センター

　土地家屋調査士会が運営する ADR 境界問題相談センター（以下「ADR センター」という。）は、平成 13 年
からの司法制度改革の流れを受け、平成 14 年 10 月に愛知県土地家屋調査士会内に「あいち境界問題相談セ
ンター」が全国で初めて設立され、平成 16 年 3 月までに大阪、東京、福岡の各土地家屋調査士会内に順次
ADR センターが設立された。
　その後、平成 16 年 12 月に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律により、裁判外紛争解決手続に
ついての基本理念等が定められるとともに、認証制度を設け、認証を受けた機関においては、時効の中断効な
どが認められた。
　一方、平成 17 年に土地家屋調査士法が改正され、一定の能力担保措置を講じた土地家屋調査士（認定土地
家屋調査士。P74 研修の項を参照）は、法務大臣の指定する民間紛争解決手続機関において、土地の境界が
現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について、弁護士との
共同受任に係る事件について代理を業とすることができることとなった。
　こうした流れを受け、全国の土地家屋調査士会内に順次 ADR センターが設立され、平成 25 年 6 月には全
国 50 の土地家屋調査士会すべてに設立された。
　同センターを運営する土地家屋調査士会は、前述の土地家屋調査士法上の民間紛争解決手続機関としての法
務大臣指定、さらに裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律上の民間紛争解決手続の業務に関する法務
大臣認証を受け、「境界紛争ゼロ」を目指し、国民が安心して利用できる環境づくりに努めている。
　以下の資料は、土地家屋調査士会が運営する ADR センターの一覧と、平成 22〜26 年度の相談・調停件数
の統計である。

※� ADR とは、Alternative Dispute Resolution の略称で、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では「裁判外紛争
解決手続」と規定されています。

土地家屋調査士会が運営するADR 境界問題相談センター1

平成 27 年 11 月 1 日現在

会　名 センター名称 設立年月 大臣指定 認証交付

北海道

さっぽろ境界問題解決センター 平成 17 年   8 月 平成 19 年   8 月 10 日 平成 25 年   3 月 15 日
土地境界問題相談センター函館 平成 22 年   4 月 平成 22 年   9 月 15 日
旭川境界問題相談センター 平成 23 年   5 月 平成 23 年 10 月 28 日
境界問題解決支援センター道東 平成 23 年   4 月 平成 25 年   4 月 22 日

青　森 あおもり境界紛争解決支援センター 平成 21 年   3 月 平成 22 年   4 月   9 日
岩　手 境界問題相談センターいわて 平成 20 年 11 月 平成 21 年   2 月 26 日
宮　城 みやぎ境界紛争解決支援センター 平成 17 年   3 月 平成 19 年   8 月 10 日 平成 22 年   3 月 23 日
秋　田 秋田境界 ADR 相談室 平成 22 年   9 月 平成 23 年   3 月 31 日
山　形 境界 ADR センターやまがた 平成 22 年   2 月 平成 22 年 10 月 13 日
福　島 境界紛争解決支援センターふくしま 平成 21 年   1 月 平成 21 年 10 月 27 日
茨　城 境界問題解決支援センターいばらき 平成 19 年   7 月 平成 19 年 10 月 23 日 平成 23 年   2 月   8 日
栃　木 境界問題解決センターとちぎ 平成 19 年   4 月 平成 19 年 12 月 11 日 平成 23 年   3 月 29 日
群　馬 境界問題相談センターぐんま 平成 20 年   2 月 平成 20 年   7 月 22 日
埼　玉 境界問題相談センター埼玉 平成 17 年 11 月 平成 19 年 12 月 11 日
千　葉 境界問題相談センターちば 平成 18 年   9 月 平成 19 年 10 月 23 日 平成 21 年   8 月 17 日
東　京 東京土地家屋調査士会境界紛争解決センター 平成 15 年   6 月 平成 19 年 12 月 11 日
神奈川 境界問題相談センターかながわ 平成 17 年   3 月 平成 19 年   8 月 10 日 平成 21 年 10 月 23 日
新　潟 境界紛争解決支援センターにいがた 平成 19 年   4 月 平成 19 年   6 月   6 日 平成 26 年   5 月 21 日
富　山 とやま境界紛争解決支援センター 平成 18 年   9 月 平成 20 年   4 月 22 日
石　川 境界問題相談センターいしかわ 平成 18 年   3 月 平成 19 年 12 月 11 日 平成 23 年 11 月   9 日
福　井 境界問題相談センターふくい 平成 20 年   1 月 平成 21 年   2 月 12 日
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会　名 センター名称 設立年月 大臣指定 認証交付
山　梨 境界問題相談センターやまなし 平成 22 年   5 月 平成 22 年   6 月 24 日

長　野 境界問題解決支援センター長野 平成 20 年   3 月 平成 20 年   5 月   1 日 平成 21 年 12 月 18 日

岐　阜 境界紛争解決センターぎふ 平成 18 年   3 月 平成 20 年   2 月   8 日 平成 27 年   4 月 27 日

静　岡 静岡境界紛争解決センター 平成 18 年 11 月 平成 19 年   6 月   6 日 平成 22 年   9 月 15 日

愛　知 あいち境界問題相談センター 平成 14 年 10 月 平成 19 年   9 月   5 日 平成 23 年   3 月 29 日

三　重 境界問題相談センターみえ 平成 25 年   6 月 平成 25 年   6 月 28 日

滋　賀 境界問題解決支援センター滋賀 平成 18 年 11 月 平成 19 年   8 月 10 日 平成 21 年   5 月 19 日

京　都 京都境界問題解決支援センター 平成 19 年   4 月 平成 19 年   6 月   6 日 平成 22 年   4 月   1 日

大　阪 境界問題相談センターおおさか 平成 15 年   3 月 平成 19 年   9 月   5 日 平成 19 年 12 月 17 日

兵　庫 境界問題相談センターひょうご 平成 18 年   3 月 平成 19 年   8 月 10 日 平成 24 年   7 月   9 日

奈　良 境界問題相談センター奈良 平成 20 年   8 月 平成 20 年 12 月   1 日

和歌山 境界問題相談センターわかやま 平成 20 年   7 月 平成 20 年   9 月 18 日

鳥　取 境界問題相談センターとっとり 平成 21 年 11 月 平成 22 年   8 月 19 日

島　根 境界問題相談センター島根 平成 22 年 12 月 平成 24 年 11 月 22 日

岡　山 境界問題相談センター岡山 平成 20 年 11 月 平成 21 年   2 月 12 日

広　島 境界問題相談センターひろしま 平成 17 年   6 月 平成 19 年 10 月 23 日

山　口 境界問題相談センターやまぐち 平成 19 年 11 月 平成 19 年 12 月 11 日

徳　島 境界問題解決センターとくしま 平成 17 年 11 月 平成 19 年   8 月 10 日 平成 21 年   6 月   1 日

香　川 境界問題相談センターかがわ 平成 18 年   9 月 平成 19 年   6 月   6 日 平成 22 年 10 月 25 日

愛　媛 境界問題相談センター愛媛 平成 18 年   9 月 平成 19 年   6 月   6 日 平成 20 年   1 月 25 日

高　知 境界問題 ADR センターこうち 平成 18 年 10 月 平成 19 年   6 月   6 日 平成 22 年 10 月 12 日

福　岡 境界問題解決センターふくおか 平成 16 年   3 月 平成 19 年   9 月   5 日

佐　賀 境界問題相談センターさが 平成 22 年   3 月 平成 22 年   5 月 27 日

長　崎 境界問題相談センターながさき 平成 22 年   1 月 平成 25 年   1 月   4 日

熊　本 境界紛争解決支援センターくまもと 平成 21 年   9 月 平成 22 年   1 月 25 日

大　分 境界紛争解決センター・境界問題相談センター 平成 24 年   2 月 平成 24 年   3 月 23 日

宮　崎 境界問題相談センターみやざき 平成 21 年   9 月 平成 21 年 10 月 27 日

鹿児島 境界問題相談センターかごしま 平成 18 年   8 月 平成 19 年   8 月 10 日

沖　縄 おきなわ境界問題相談センター 平成 19 年   4 月 平成 20 年   8 月 29 日

◉ 全国の土地家屋調査士会 ADR センターの相談・調停件数（平成 22 年〜26 年度）
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年　度 相　談 調　停

平成 22 年度 887 62 

平成 23 年度 941 45 

平成 24 年度 1,092 52 

平成 25 年度 724 61 

平成 26 年度 653 54 

合計 4,297 274 
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◉ 筆界特定事件の申請件数の推移（平成 18 年〜26 年）

◉ 境界（筆界）に関する訴えの件数推移（平成 8 年〜10 年、平成 19 年〜26 年）

　登記された一筆の土地の筆界が不明であることを原因とする民事紛争は数多く存在する一方で、紛争が訴訟
として提起された場合、その解決には専門的な知見を要することや、紛争の対象範囲が小さいこともあり、時
間と労力を要する割にはその解決が困難であるとされてきた。
　筆界特定制度は、不動産登記法の改正により平成 18 年 1 月にスタートし、制度創設 10 年を迎える。同制
度は、法務局、地方法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権登記名義人等の申請に基づいて筆界を特定する
制度であり、土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図ることによって、地図混乱地域の解消、相隣関係の安定等
に寄与するものである。
　この制度は、土地の境界に関する専門的かつ高度な知識、経験、技能を持つ土地家屋調査士及び境界確定訴
訟等の代理人として関わってきた弁護士・少額訴訟を行ってきた司法書士が筆界調査委員として、筆界特定登
記官と共に境界問題に悩む土地所有者等の利便に供するものであり、登記申請手続の円滑さの確保のためにも
有用なものである。土地家屋調査士は手続の代理人としてその知見が活用され、同制度に貢献している。
　また、前述の土地家屋調査士会の運営する ADR センターとの効果的な連携を図ることにより、境界に関す
る問題の解決に係る国民の多様なニーズに迅速かつ適切に対応することを目指すものである。
　筆界特定制度に関する統計については、次のとおりである。近年、境界（筆界）に関する訴えの件数が減少
していることは、筆界特定制度が社会に浸透してきたことの現れであると考える。

不動産登記法【抜粋】
（筆界調査委員）
第 �127 条　法務局及び地方法務局に、筆界特定について必要な事実の調査を行い、筆界特定登記官

に意見を提出させるため、筆界調査委員若干人を置く。
 2�　筆界調査委員は、前項の職務を行うのに必要な専門的知識及び経験を有する者のうちから、法務

局又は地方法務局の長が任命する。
 3�　筆界調査委員の任期は、二年とする。
 4�　筆界調査委員は、再任されることができる。
 5�　筆界調査委員は、非常勤とする。

筆界特定制度2

平成 18 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年

2,790 2,690 2,492 2,579 2,302 2,326 2,439 2,351 2,684
法務省 HP 内【登記統計　統計表】のうち、「筆界特定事件の新受、既済及び未済件数（平成 18 年〜26 年）」の統計から。

平成 8 年 平成 9 年 平成 10 年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年

810 833 761 394 405 408 414 409 408 420 395
最高裁判所「司法統計年報－民事行政編「第一審通常訴訟新受事件数－事件の種類別－地方裁判所」の総件数のうち、土地を目的とする訴えの項目中、「土地境界」に関するもの
の訴えの件数の平成 8 年〜同 10 年及び平成 19 年〜同 26 年の推移。　情報提供：最高裁判所事務総局
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◉ 筆界調査委員として活躍している土地家屋調査士
　 ※（　）内は、土地家屋調査士以外の筆界調査委員の人数

合計 1,847（304）

沖縄県 52（－）

鹿児島県 37（11）

宮崎県 19（3）

大分県 30（10）

熊本県 48（3）

長崎県 31（3）

佐賀県 29（9）

福岡県 79（9）

愛媛県 37（8）

高知県 30（4）

香川県 33（－）

徳島県 28（4）

山口県 20（4）

広島県 47（－）

岡山県 30（－）

島根県 20（2）

鳥取県 11（4）

和歌山県 20（6）

奈良県 37（5）

兵庫県 70（14）

大阪府 90（30）

京都府 50（6）

三重県 25（6）

愛知県 72（4）

静岡県 38（5）

岐阜県 42（7）

長野県 39（6）

山梨県 18（－）

福井県 25（4）

石川県 19（4）

富山県 24（5）
新潟県 39（5）

神奈川県 51（－）

東京都 69（30）

千葉県 73（15）

埼玉県 56（6）

群馬県 22（8）

栃木県 33（8）

茨城県 32（8）

福島県 50（4）

山形県 28（2）

秋田県 23（4）

宮城県 32（3）

岩手県 30（4）

青森県 40（6）

（単位：人）
※平成 27年 10月1日現在

旭川 13（4）

北海道 97（19）

札幌 54
（12）

滋賀県 22（6）

函館 10（－）

釧路 20
（3）
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都道府県 実施先
北海道 北海学園大学、室蘭工業大学、札幌理工学院、札幌工科専門学校
岩手県 奥州市立小山中学校
宮城県 聖和学園高等学校
山形県 県立上山明新館高等学校、天童市立天童南部小学校
福島県 県立平工業高等学校、国立福島工業高等専門学校、矢祭町立東舘小学校
茨城県 県立水戸工業高校、県立下館工業高等学校、県立真壁高等学校、茨城県弁護士会、国土調査茨城県北ブロック事務研究会
栃木県 県立宇都宮工業高等学校、県立那須清峰高等学校、県立真岡工業高等学校
群馬県 前橋市立総社小学校、（公社）安中青年会議所
埼玉県 ものつくり大学

千葉県 明海大学、千葉市立土気南小学校、千葉大学教育学部附属小学校、千葉市立あやめ台小学校、千葉市立あすみが丘小学校、八街市立八街北小
学校、野田市立柳沢小学校、千葉県宅地建物取引業協会、千葉県弁護士会（司法修習生選択型実務実習）、佐倉市市民部自治人権推進課

東京都 明治大学、東洋大学、日本大学、国土建設学院、東村山市立東村山第一中学校、東村山市立東村山第六中学校、清瀬市立清瀬第五中学校、国
立市立国立第三小学校、府中市立府中第六中学校、府中市立府中第二中学校、府中市立浅間中学校

神奈川県 県立小田原城北工業高等学校、県立向の岡工業高等学校、県立神奈川工業高等学校、県立藤沢工科高等学校、県立磯子工業高等学校、川崎市
立川崎総合科学高等学校、県立相原高等学校、川崎市立宮前小学校、県下 7 市市役所

富山県 県立桜井高等学校、富山市立東部中学校
石川県 小松市立安宅小学校、珠洲市立飯田小学校、金沢市立金石町小学校、珠洲市立蛸島小学校、小松市立粟津小学校
山梨県 県立甲府工業高等学校
長野県 佐久長聖中学校、諏訪市立諏訪南中学校

岐阜県 関市立関商工高等学校、高山市立南小学校、岐阜市立鶉小学校、高山市立花里小学校、飛騨市立河合小学校、飛騨市立古川西小学校、高山市
立国府小学校、大垣市立興文小学校、中津川市立付知南小学校、中津川市立坂下小学校、可児市久々利公民館

静岡県 県立浜松工業高等学校、県立島田工業高等学校、県立沼津工業高等学校、静岡市立東源台小学校
愛知県 名城大学
三重県 県立相可高等学校、県立伊勢工業高等学校、津市立育生小学校、松阪市立香肌小学校
京都府 京都産業大学、立命館大学、京都女子大学
大阪府 近畿大学、関西大学、近畿測量専門学校、追手門小学校、枚方市立蹉跎東小学校、枚方市立樟葉南小学校、枚方市立春日小学校
兵庫県 甲南大学、神戸学院大学、神戸大学
奈良県 奈良大学

和歌山県 和歌山大学
鳥取県 国立米子工業高等専門学校
島根県 県立松江農林高等学校、松江市立大谷小学校
岡山県 高梁市立有漢中学校
広島県 広島県宅地建物取引業協会佐伯支部
山口県 県立岩国工業高等学校、県立下関中央工業高等学校、県立宇部西高等学校

徳島県 徳島県立城西高等学校、徳島県立宍喰商業高等学校、徳島市立新町小学校、徳島市立応神小学校、徳島市立佐古小学校、徳島市立助任小学
校、徳島市立沖州小学校、徳島市立南井上小学校、阿南市立山口小学校、阿南市立桑野小学校、阿南市立椿小学校

香川県 香川大学、香川県弁護士会（司法修習生選択型実務実習）
愛媛県 愛媛大学、学校法人河原学園、愛媛県教育委員会、松山財務事務所、愛媛弁護士会（司法修習生選択型実務実習）
高知県 県立高知短期大学
福岡県 九州大学

長崎県 県立鹿町工業高等学校、県立北松農業高等学校、県立川棚高等学校、諫早市立小野中学校、島原市立第一中学校島原市立第二中学校、島原市
立三会中学校

熊本県 開新高等学校、人吉市立人吉東小学校、上天草市立今津小学校、天草市立本渡南小学校
大分県 臼杵市立北中学校、杵築市立杵築中学校、大分市立野津原東部小学校、日田市立咸宜小学校、臼杵市立市浜小学校

鹿児島県 鹿児島大学、県立伊佐農林高等学校、姶良市立錦江小学校、霧島市立国分小学校
鹿児島県弁護士会（司法修習生選択型実務実習）

沖縄県 沖縄国際大学
連合会 明海大学、税務大学校、財務省財務総合政策研究所、法務局・地方法務局、中央測量技術講習

◉ 土地家屋調査士による社会教育活動の実績

　土地家屋調査士を取り巻く業務環境が変動していく社会情勢の中で、国民の重要な財産である不動産に関す
る登記制度を啓発することや、土地家屋調査士制度を広く国民に周知してもらうこと、また、次世代を担う後
継者の育成は、土地家屋調査士にとっても重要な課題の一つである。
　日本土地家屋調査士会連合会や各土地家屋調査士会では、大学、高等学校を始めとする教育機関を中心とし
た場において、社会教育活動を実施している。
　また、自治体、各種団体への制度広報も行っている。

土地家屋調査士による社会教育活動3
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〈参考資料 2〉

川辺町立北小学校（岐阜県加茂郡川辺町）における出前授業
（平成 27 年 11 月 16 日）

対象年次　　小学校 6 年生
出　　席　　26 名
内　　容　　「地上絵プロジェクト」
　①プロジェクト概要説明（拡大図・縮図）
　②地上絵を描く
　③歩測距離当て
　算数の拡大図・縮図についての座学から、測量機の説明等を行った上で、生徒全員に測量機に触れ
てもらうために、星型に五角形を加え、ミラーを持ってもらう、鋲を打ちテープを巻くなどの体験を
してもらう。

〈参考資料 1〉

香川大学（香川県高松市）における講義概要
（平成 27 年度後期）

講 義 名　　「（特）土地境界と表示登記」
対象年次　　3・4 年生
履 修 生　　124 名
講義内容　　第  1  回　本講座の目的、土地家屋調査士とは
　　　　　　第  2  回　土地の表示に関する登記（総論）
　　　　　　第  3  回　土地の登記実務
　　　　　　第  4  回　土地の登記実務
　　　　　　第  5  回　測量の基礎知識
　　　　　　第  6  回　建物の表示に関する登記（総論）
　　　　　　第  7  回　区分建物の表示に関する登記（総論）
　　　　　　第  8  回　建物の登記実務
　　　　　　第  9  回　土地制度概説
　　　　　　第 10 回　公図と境界の法的性質
　　　　　　第 11 回　筆界特定制度と境界確定訴訟
　　　　　　第 12 回　境界紛争と土地家屋調査士（総論）─ ADR への取組みを中心に─
　　　　　　第 13 回　境界問題に関するロールプレイ
　　　　　　第 14 回　土地家屋調査士の資格とその魅力
　　　　　　第 15 回　講座を振り返って（ディスカッション）
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◉ 土地家屋調査士会等（＊）が結んでいる防災協定の締結先

　各土地家屋調査士会等は、全国の自治体と災害時における対応についての協定を締結している。協定の内容
は、土地家屋調査士の専門性を生かしたものや、自営業という地域に根ざしているからこそできるものなど多
様なものとなっている。
　今後、更に多くの自治体と協定を締結するとともに、東日本大震災の教訓を生かし、更に実効性の高い協定
を目指していく必要がある。
　以下は、土地家屋調査士会等が締結している災害時における対応についての協定の締結先の一覧である。

平成 27 年 10 月 1 日現在

締結先

北海道 札幌市

福島県 福島市、郡山市、東白川郡棚倉町、会津若松市、会
津美里町

茨城県 茨城県

埼玉県

さいたま市、所沢市、川口市、坂戸市、ふじみ野
市、秩父市、加須市、越生町、小鹿野町、戸田市、
鴻巣市、横瀬町、皆野町、羽生市、行田市、吉川
市、東松山市、三郷市、蕨市、熊谷市、深谷市、寄
居町、長瀞町

千葉県

千葉市、銚子市、市川市、館山市、木更津市、茂原
市、成田市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、鴨川
市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦
市、八街市、印西市、白井市、南房総市、匝瑳市、
香取市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、
神崎町、多古町、芝山町、一宮町、睦沢町、長柄
町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、長生村

東京都 東京都、葛飾区、日野市、大田区、台東区

新潟県 新潟県、新潟市、上越市、（県、市とも災害支援協
定）

富山県 射水市

石川県 金沢市

福井県 福井市、坂井市、敦賀市、越前市、鯖江市

山梨県

甲府市、南アルプス市、甲斐市、中央市、都留市、
大月市、上野原市、韮崎市、北杜市、山梨市、笛吹
市、甲州市、富士吉田市、昭和町、市川三郷町、身
延町、南部町、富士川町、早川町、西桂町、富士河
口湖町、道志村、小菅村、丹波山村、山中湖村、忍
野村、鳴沢村

岐阜県

岐阜県、岐阜市、大垣市、高山市、多治見市、関
市、中津川市、美濃市、瑞浪市、羽島市、恵那市、
美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、山県市、
瑞穂市、飛騨市、本巣市、郡上市、下呂市、海津市
岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸
町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田
町、北方町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、
八百津町、白川町、御嵩町、東白川村、白川村

締結先

静岡県

静岡県、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島
市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、
焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田
市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、
伊豆の国市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆
町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、
小山町、吉田町、川根本町、森町

愛知県

豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、豊川市、碧南
市、豊田市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江
南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、
知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、田原
市、清須市、北名古屋市、弥富市、長久手市、東郷
町、豊山町、大口町、扶桑町、蟹江町、飛島村、阿
久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田
町、設楽町、東栄町、豊根村

三重県

三重県、津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名
市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、熊野市、志
摩市、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢
町、紀宝町　各市町

滋賀県 滋賀県

大阪府 吹田市、茨木市

和歌山県 和歌山県

鳥取県 鳥取県

広島県 呉市　福山市、東広島市

徳島県 徳島県

愛媛県

松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥
部町、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、宇
和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、上島町、内子
町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

高知県 高知市

長崎県 長崎県、長崎市、諫早市、島原市

熊本県 熊本県、熊本市

大分県 大分県

宮崎県 宮崎県

鹿児島県 伊佐市、霧島市、姶良市、湧水町
＊公嘱協会・支部等が締結主体のものも含む

土地家屋調査士会等による全国自治体との防災協定4
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〈参考資料〉
札幌地域災害復興支援士業連絡会※と札幌市との防災協定
※�札幌弁護士会、札幌土地家屋調査士会、北海道税理士会、公益社団法人北海道不動産鑑定士協会、札幌司法書士会、
日本公認会計士協会北海道会、北海道行政書士会の 7団体により構成

1　協定名称　「災害時における相談業務の応援に関する協定書」

2　協定書概要〈第 1 条（趣旨）、第 2 条（応援の要請）、第 4 条（従事者の業務内容）抜粋〉
　札幌市（以下「甲」という。）と札幌地域災害復興支援士業連絡会（以下「乙」という。）とは、
災害時における相談業務の応援に関し、必要な事項を定める。

（趣旨）
第 1 条　この協定は、札幌市に地震、風水害その他による災害が発生した場合において、甲が、

乙に対して要請する相談業務の応援に関し、必要な事項を定める。
（応援の要請）
第 2 条　札幌市災害対策本部が設置され、甲が必要と認めるときは、乙に対し相談業務の応援を

要請する。
2　乙は甲から応援の要請を受けた場合は、速やかに乙の中から相談業務に従事するもの（以下、
『相談業務従事者』という。）を選出し、甲に対し回答するとともに、甲が設置する災害時市政外
相談窓口に派遣するものとする。

（従事者の業務内容）
第 4 条　相談業務従事者は、乙に属する各士業（会員）の専門性を要する内容の相談業務を行う。
2　相談業務従事者は、前項の相談業務の実施状況を、派遣先相談窓口を開設している責任者へ定

期的に報告するものとする。

3　調印式概要
　日　時　　平成 26 年 11 月 5 日（水）
　場　所　　札幌市役所本庁舎市長会議室（北海道札幌市）
　出席者　　札幌市
　　　　　　　札幌市長、市長政策室長、広報部長、市民の声を聞く課課長、広聴係長
　　　　　　札幌地域災害復興支援士業連絡会：
　　　　　　　札幌弁護士会会長、札幌土地家屋調査士会会長ほか 17 名
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　平成 27 年 5 月 26 日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、各自治体における対策が
本格化している。
　同法において、空き家を取り壊す際には、土地の境界を明確にする手続を設けることについて検討を行うこ
ととの附帯決議がなされ、空き家問題の解決に向け土地家屋調査士の役割は、今後いっそう重要になると考え
られる。
　以下は、同法の第 1 条（目的）の抜粋と、附帯決議である。

空家等対策の推進に関する特別措置法【抜粋】
（平成 26 年 11 月 27 日法律第 127 号）

（目的）
第 �1 条　この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するととも
に、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関
し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による
空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることによ
り、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄
与することを目的とする。

（参議院本会議　平成 26 年 11 月 19 日）
空家等対策の推進に関する特別措置法案に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、隣地所有者との土地の境界紛争を未然に防止するとともに跡地の利活
用の推進を図る観点から、空家を取り壊し更地にする際には事前に空家が所在する土地の境界を明確
にする手続を設けることについて、必要な検討を行うこと。
右決議する。

空家等対策に関する土地家屋調査士会の参画5
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〈参考資料〉
神奈川県土地家屋調査士会と横浜市との空家等対策に関する協定

1　協定名称　　「横浜市における空家等対策に関する協定」

2　協定書概要〈第 1 条（目的）、第 3 条（取組事項）抜粋〉

　神奈川県土地家屋調査士会（以下「甲」という。）と横浜市（以下「乙」という。）は、市内にお
ける空家等に関する総合的な対策を推進するため、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第

�
1 条　この協定は、市民生活の安全・安心を確保するため、甲及び乙が相互に連携・協力し、
空き家等の発生の未然防止、流通・活用等の総合的な対策を推進することを目的とする。

（取組事項）
第

�
3 条　甲及び乙は、第 1 条の目的を達成するため、主に次に掲げる事項に取り組むものとする。

（1）空家等の管理不全防止に向けた所有者等への意識啓発に関すること。
（2）空家等の不動産取引の促進に関すること。
（3）空家等の活用促進に関すること。
（4）空家等の権利関係の整理に関すること。
（5）空家等の跡地活用に関すること。
（6）空家等への対策に必要な情報の共有及び発信
（7）前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3　協定締結の概要
　締結日　　平成 27 年 7 月 23 日（木）
　場　所　　横浜市建築局会議室（神奈川県横浜市）
　出席者　　横浜市：建築局長ほか 5 名
　　　　　　神奈川県土地家屋調査士会：会長ほか 3 名
　　　　　　日本土地家屋調査士会連合会：副会長ほか 1 名
　協定締結期間
　　　　　　平成 27 年 7 月 23 日から平成 30 年 3 月末まで
　主な連携内容
　　　　　　・パンフレットやチラシによる適正な管理に向けた啓発・PR
　　　　　　・空家等の所有者等を対象にした相談対応
　　　　　　相談内容：建物の表題・変更・滅失登記、境界の調査・確認に関すること
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　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）は、マグニチュード 9.0、最大震
度 7 という観測史上最大の地震の恐怖と、それに伴って発生した巨大津波の脅威をもたらした未曾有の災害
であった。
　日本土地家屋調査士会連合会では、震災発生直後から各土地家屋調査士会、とりわけ甚大な被害のあった宮
城県、福島県、岩手県の各土地家屋調査士会と密接に連絡を取り合いながら、現在も復興支援を続けている。

　被災 6 会（現地対策本部を設置した会　千葉・茨城・宮城・福島・岩手・青森）においては、発災から 20
日くらいの 3 月末において会員の安否情報の確認や事務所の被災状況の確認もほぼ終了し、全体の被災の状況
や避難所の場所や規模なども把握できるようになった。
　その頃には、士業関係で無料登記相談に関する計画実施の声も聞かれたが、各士業により実施方法や相談分
野も違っているので、各士業の動きを把握できない状態でもあった。
　ただし、被災 6 会は相談業務を行う必要性や想いは、資格者として確実に持っており、直接的な被災がな
かった会でも、福島などの被災地から関東地方に移ってきた方のために無料登記相談を実施している。
　当初の考えでは、土地家屋調査士の場合、倒壊した建物や津波により流された不動産の関係、特に境界の相
談が多いだろうと考えていたので、単独で相談業務を実施した場合でも、上記に関する相談者は来場されるで
あろうと考えていた。
　しかし、実際の相談内容は、「どのようにして生きていけば良いのか」、「家族の捜索はどこに頼めば良い
か」、「借金や権利関係はどうなるのか」など、生きていかなければならない切実な問題が多く、想定していた
業務相談とは、かけ離れた内容で、答えられないような状況もあった。
　相談内容は時の流れと復興の状況によって変わっていくことであり、被災した方々は 1 ヶ所ですべての相談
をして心の安定を保ちたかった。
　被災地における無料登記相談は、実施主体や開催場所も変則的であった。
　東日本大震災において関わった無料相談の業務形態を分けてみると下記の様になる。
　1．土地家屋調査士会単独での相談業務
　2．他士業との合同による相談業務
　3．災害協定などによる相談業務
　4．市町村からの要請による相談業務
　5．法務局からの要請による相談業務
　6．消費者庁からの要請による相談業務（窓口　独立行政法人国民生活センター）
　7．法テラスからの要請による相談業務
　8．その他（電話等での対応）

1．土地家屋調査士会単独での相談業務
　被災がひどかった宮城・福島・岩手会では、会単独で相談業務を計画、実行している会もある。特に岩手会
では、事務局がある内陸と被災地である沿岸部では地理的条件が悪いために、会場を確保できないと判断し、
岩手県土地家屋調査士会の出張所として陸前高田市と山田町に建物を借上げて会議兼相談業務に利用している。

2．他士業との合同による相談業務
　多数を占めた相談業務形式であった。
　ある程度、ワンストップでの相談対応が出来た反面、窓口での相談内容の振り分けがわからず境界に関する
相談内容に対して弁護士や行政書士が対応していることもあった。

東日本大震災と土地家屋調査士の相談業務6

◉ 相談関連業務
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3．災害協定などによる相談業務
　最近は災害協定を県や各市町村または士業間で締結をして、災害が発生したときには素早く協力体制が出来
上がり実施できる事を目指していると考える。しかし、東日本大震災前において災害協定を結んでいるところ
は少なく、宮城会は宮城県災害復興支援士業連絡会へ相談員を派遣している。
　やはり、規模の大きい災害が発生すると協定を結んだ市町村の機能が著しく低下し、建物自体も使えなくな
り相談をするスペースの確保の問題などが起きるので日頃の災害想定が必要となってくる。

4．県・市町村からの要請による相談業務
　未曾有の災害であった今回、県・市町村自体の行政機能の著しい低下で、住民サービスまで行き届かない状
況であった。そのため、県・市町村の要請時期は各会それぞれ違うであろうと考える。ある程度、被害の全貌
が把握でき戸籍、住民票等がそろい、復興計画が出てきた頃に住民サービスである無料相談会の要請が各士業
団体にあった。また、県復興局の要請により相談員を派遣しているところもある。

5．法務局からの要請による相談業務
　法務局と司法書士と土地家屋調査士の合同による無料登記相談を実施している会もあるが、法務局が主催と
なって常設の相談会場を開設するため、その相談員として司法書士、土地家屋調査士を臨時職員として雇用し
て相談会を開催したこともあった。

6．消費者庁からの要請による相談業務
　消費者庁長官から連合会長宛に被災地への専門家派遣について協力要請があり、独立行政法人国民生活セン
ターが窓口となり、被災した各会と打合せをした上で土地家屋調査士が担当する曜日が定められ、各地におい
て相談業務を開催した。
　継続力もあり、効果的であったと考えている。

7．法テラスからの要請による相談業務
　法テラスからの要請は、どちらかというと震災後しばらくたってからであった。発災約 1 年後、平成 24 年
3 月頃に各事務局に来て要請があったと記憶している。「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司
法支援センターの業務の特例に関する法律（震災特例法）」に基づき実施したとの記述があるのでその頃に
なったのだと思う。ただし、実施は一斉に始まったわけではない。はじめに宮城県の法テラス南三陸で始まり
宮城会も相談員を派遣し土地家屋調査士関連も含めて結構な相談件数があると言う情報を得ていたからであ
る。それから岩手県、福島県の法テラスの開所になり各会からの相談員派遣となっている。

8．その他（電話等）
　各事務局の常時電話相談での対応や全国の無料登記相談などでも震災関係の相談があったと聞いている。

　以上のように、東日本大震災の時は平時とは違う無料登記相談があり、各会としても法務局、地方法務局か
ら発注される復興事業の関係もあり、人員の確保は大変苦労した。とりわけ東北の冬は厳しく天候により相談
日の変更はきかないため、冬は被災地から、それ以外は内陸からの工夫をして乗り越えてきた。
　事例として岩手会がまとめた事例を紹介するが、宮城会、福島会とも同じような事例であろう。また福島会
の抱えている原発事故に関しての相談事例も一部紹介する。

◉ 東日本大震災関連相談事例（平成 23 年 7 月〜平成 24 年 8 月）
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